
品川区就学援助費支給要綱 

制定 昭和54年８月６日 教育長決定 

改正 平成13年２月28日       要綱第１号 

平成20年４月１日       要綱第１号 

平成23年３月15日       要綱第２号 

平成23年４月11日       要綱第６号 

平成28年３月15日       要綱第18号 

平成30年３月19日       要綱第２号 

平成31年２月28日       要綱第３号 

令和３年１月27日       要綱第２号 

令和４年１月20日       要綱第２号 

令和５年４月３日       要綱第７号 

令和７年４月１日       要綱第10号 

令和８年４月１日       要綱第10号 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条に基づき、経済的理由に

よって就学困難な児童および生徒（次年度に就学を予定している児童を含む。以下、

「児童・生徒」という。）の保護者に対して、学用品の購入費等の就学援助費（以下、

「援助費」という。）を支給し、もって義務教育を円滑に実施することを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 援助費の支給対象者は、品川区に住所を有し、公立小学校、中学校、義務教育学

校および中等教育学校の前期課程に在籍する児童または生徒（翌年度に在籍を予定する

児童を含む。以下「児童・生徒」という。）の保護者であって、次の各号のいずれかに

該当する者とする。ただし、他の制度により既に第３条の援助費目の援助を受けている

者は、支給の対象外とする。 

⑴ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第２項に規定する要保護者であっ

て、同法第 13 条の規定による教育扶助を受けているもの（以下「要保護者」とい

う。） 

⑵ 別表第１に規定する認定基準により要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると

認められる者（以下「準要保護者」という。） 

⑶ 災害による被災者等であって、生活に困窮するとして当該保護者の申請を受け、児

童・生徒の在籍校の学校長が同意をしたもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者を前項の

保護者とみなすことができる。 

⑴ 生命または身体への危険を回避する等のやむを得ない理由により区内に住所を有し

ていない児童または生徒の保護者。ただし、当該理由および現に品川区に居住してい

ることが確認できる場合に限る。 

⑵ 公立中学校の夜間学級に在籍する生徒本人 

 



３ 前二項の規定にかかわらず、学校教育法第１条に規定されている学校として認められ 

ていない外国人人学校（インターナショナルスクール等）に通学し、公立小学校、中 

学校、義務教育学校および中等教育学校への定期的な通学が見込めない児童・生徒の 

保護者は、援助費の支給対象者としない。 

（援助対象費目） 

第３条 援助費目は、次の表のとおりとする。 

区 分 援     助     費     目 

要保護者 
修学旅行費、校外教授費、移動教室費、卒業記念アルバム費、 

医療費 

準要保護者 

修学旅行費、校外教授費、移動教室費、卒業記念アルバム費、 

医療費、学用品費、新入学学用品費、学校給食費、夏季施設参加費、 

体育実技用具費、通学費、義務教育学校標準服費（前期課程） 

 

（援助費の支給額、支給時期等） 

第４条 援助費の支給額、対象学年および支給時期は、別に教育委員会が定める。 

（援助費の受給申請） 

第５条 援助費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ次

に掲げる事項を記入した就学援助申請書（第１号様式）または就学援助費（新入学学用

品費）入学前受給申請書（第１号の２様式）に、世帯および所得状況の確認書類を添

え、教育委員会に自ら申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、品川区電子申請サービスを利用して申請を行

うことができる。この場合において、当該サービスにより行われた申請については、

前項の申請書の提出があったものとみなす。 

３ 前一項の規定にかかわらず、第２条第１項第３号により申請を行う者にあっては、

当該世帯の状況により所得額を確認する書類の提出が困難であると教育委員会が認め

たときは、これを省略させることができる。 

（申請の審査等） 

第６条 教育委員会は、前条の受給申請があったときは、当該申請に係る書類等により審

査および調査の上、申請者に対する援助費支給の可否を決定しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の審査および調査について必要な書類がある時は、所得不明通知

書（第２号様式）により、申請者に対して必要な書類の提出を求めるものとする。この

場合において、当該申請者（以下「所得不明者」という。）は、教育委員会の指定する

期限までに、当該書類を提出しなければならない。 

（申請の認定） 

第７条 教育委員会は、前条の規定により申請者の援助費の受給資格を認定したときは、

就学援助費認定通知書（第３号様式）により、当該受給資格者（以下「認定者」とい

う。）に通知しなければならない。 

（申請の却下） 



第８条 教育委員会は、第６条の規定より、申請者の援助費の受給資格がないと認め、当

該申請を却下することを決定したときは、就学援助費却下通知書（第４号様式）により、

当該却下者に通知しなければならない。 

２ 教育委員会は、所得不明者が指定した期限までに必要書類を提出しないときは、当該

申請を却下することができる。この場合において、教育委員会は、就学援助費却下通知

書により、当該所得不明者による却下者に通知しなければならない。 

（支給期間） 

第９条 援助費は、受給申請をした日の属する月から当該月の属する年度の３月３１日ま

 で支給する。ただし、第 12 条の規定により認定を取り消された者にあっては、当該認

 定の取消日まで支給するものとする。 

（援助費の支給方法等） 

第 10 条 援助費（医療費を除く。以下この条において同じ。）は、認定者の預金口座に

直接振り込むものとする。なお、医療費は、医療機関の発行する診療報酬請求書に基づ

き、当該医療機関へ口座振替の方法により支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当する場

合であって、学校長（当該認定に係る児童・生徒の在籍する学校の学校長をいう。以下

同じ。）が必要と認めたときは、援助費を学校長の預金口座（以下「校長口座」とい

う。）に振り込むものとする。 

⑴ 認定者が、学校納付金（義務教育を実施するため、学校長が保護者から徴収する費

用をいう。以下同じ。）を滞納しているとき 

⑵ 第２条第１項第３号に該当する者であるとき 

⑶ 認定者が自ら校長口座への振込みを希望したとき 

３ 教育委員会は、前項の規定により校長口座に援助費を振り込むことを決定したとき

は、当該認定者に対し、その旨を通知しなければならない。 

４ 学校長は、校長口座に振り込まれた援助費を当該認定者の児童・生徒に係る学校納付

金に充当し、その使途について、当該認定者に通知するとともに、教育委員会に報告し

なければならない。 

５ 前一項の規定にかかわらず、教育委員会は、認定者の預金口座への振込みが困難であ 

ると認める相当の理由があるときは、教育委員会が適当と認める方法により支給するこ 

とができる。 

（事情変更等の届出） 

第 11 条 援助費の受給者は、次に掲げる事項に該当する場合は、遅滞なく教育委員会に

届け出なければならない。 

⑴ 保護者の住所、氏名、世帯構成、所得状況等の変更があったとき 

⑵ 生活保護の開始、停止または廃止があったとき 

⑶ その他援助費の受給申請書の内容に変動があったとき 

（認定の取消し） 

第 12 条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、援助

費支給決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 第２条に規定する要件を欠いたとき 



⑵ 不正の手段により援助費の支給を受けたとき 

⑶ 援助費を他の用途に流用したとき 

（援助費の返還） 

第 13 条 援助費の受給者は、前条の規定による受給資格の認定の取消しまたは生活保護

の開始等により過払いとなる援助費があるときは、教育委員会の指定した期限までに遅

滞なくこれを返還しなければならない。 

（委任） 

第 14 条 この要綱の施行について必要な事項は、教育次長が別に定める｡ 

付 則 

この要綱は、昭和54年８月６日から施行する。 

付 則 

この要綱は、昭和55年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和56年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和57年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和58年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和59年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和60年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、昭和61年４月１日から適用する。 

付 則 

１ この要綱は、平成13年４月１日から適用する。 

２ 平成13年度に限り、品川区以外に居住している者（品川区立小・中学校に在籍してい

る者に限る。）で、品川区以外の自治体の就学援助対象者とならないものに対しては、

第２条の規定にかかわらず品川区の就学援助費の対象者とする。 

３ 前項の対象者とする場合の自治体の、公立小・中学校に在籍している品川区民は、そ

の自治体の就学援助申請を優先して適用するものとする。 

付 則 

この要綱は、平成20年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成23年４月11日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成28年４月１日から適用する。 



付 則 

この要綱は、平成30年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成31年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 



別表第１（第２条関係） 

準要保護者認定基準 

次のいずれかに該当する者を準要保護者とする。 

⑴ 生活保護法第 26 条の規定により、保護の停止または廃止を受けた者 

⑵ 児童扶養手当法（昭和 36 年法律第 238 号）第４条の規定により児童扶養手当の支

給を受けている者 

⑶ 前２号に該当しない者で、その属する世帯の前年合計所得が生活保護法第８条の

規定に準拠して次のとおり算定した額未満である者 

〔生活扶助（Ⅰ類・Ⅱ類）＋期末一時扶助＋教育扶助（基準額）〕×1.25＋教育扶助

（給食費）＋住宅扶助 

⑷ 国際救援センター入所の難民で、同所長から教育費に困窮するとして申請のあっ

た者 

⑸ 保護者本人または同一生計者の死亡、疾病、失業等により、申請月の属する年度

の所得が前年度と比べて著しく減少し、生活に困窮していると特に教育委員会が認

めた者 



第１号様式（第５条関係） 

 

 

 就学援助費の支給を受けたいので申請します。 
 審査にあたり、品川区教育委員会が、私の世帯の住民基本台帳、特別区民税・都民 
税に関する情報ならびに生活保護および児童扶養手当の受給状況を閲覧することに同 
意いたします。また、認定されましたら、私に支給される就学援助費を学校納付金引
落口座または今年度別途申請した口座に振り込んでください。なお、学校納付金を滞
納し、教育委員会が必要と認める場合は、就学援助費の請求、受領、返納、学校納付
金への充当等に関する一切の権限を、学校長を代理人と定め、委任します。 



 第１号の２様式（第５条関係） 

 

等合計所得額がわかる書類が必要です。添付してご提出ください。 

等合計所得額がわかる書類が必要です。添付してご提出ください。 



第２号様式（第６条関係） 

 

 

品川区教育員会 印 



第３号様式（第７条関係） 

 

 

品川区教育員会 印 



第４号様式（第７条関係） 

 

 

品川区教育員会 印 



第５号様式（第８条関係） 

 

 

品川区教育員会 印 


